
 

 

 

千曲市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例制定について 

 

教育総務課 

 

 

 

千曲市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例を次のとおり制定する。 
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議案第２５号 



 

   千曲市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162

号。次条において「法」という。）第 23条第１項の規定に基づき、千曲市教育委員会

(次条において「教育委員会」という。）の職務権限に属する事務の一部を市長が管理

し、及び執行することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （市長が管理執行する事務） 

第２条 市長は、教育委員会の職務権限に属する事務のうち次に掲げる事務を管理し、及

び執行するものとする。 

 (1) 博物館の設置、管理及び廃止に関すること（法第 21条第７号から第９号まで及び

第 12号に掲げる事務のうち、博物館のみに係るものを含む。）。 

 (2) スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。 

 (3) 文化に関すること（次号に掲げるものを除く。）。 

 (4) 文化財の保護に関すること。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



 
条例、規則等制定提案理由書 

 
        

条例、規則等の名称 千曲市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例 

制 定 区 分       

（該当字句を 

 ○で囲む） 

 

制定する根拠 

及びその内容 

（法令、準則等 

 の名称） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162

号) 

社会教育法（昭和24年法律第207号） 

千曲市組織条例（平成15年千曲市条例第15号） 

 

 提案理由 

 

 令和７年度の組織改正に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第１

項の規定に基づき、教育に関する事務のうち、文化課、歴史文化財センター及びスポー

ツ振興課が所管する施設の設置、管理及び廃止に関すること、スポーツに関すること、

文化に関すること及び文化財の保護に関することを市長が管理し、及び実施するため、

本条例を制定するもの。 

 

 

 

 

新  規     一部改正     全部改正 

資料№  


